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議題名：

問合せ先

担当部署

担当者名

ＴＥＬ .866-8316 ＦＡＸ 881-0241

【その他、注意することなど】

　総務課統計選挙係

　堀口・中上

　３月上旬までを目安に、自治会・町内会の皆様に対し、国勢調査調査員を御推薦いただくこ
とについて、定例会の場等での周知をお願いします（３月中旬ごろ、区役所から各自治会・町
内会へ依頼文等の文書を郵送します）

資料№５　　

戸塚区連合町内会自治会連絡会２月定例会

議　題　説　明　書

総務課　

令和７年国勢調査実施に伴う御協力のお願いについて

【内容】
令和７年国勢調査実施にあたり、本調査に携わる調査員を各自治会・町内会から推薦いた
だくことについて、連合町内会自治会内での周知に御協力をお願いします。
　≪概要≫

(1) 調査員推薦人数
自治会・町内会あたり　１～約50人（戸塚区全体　約1,200人）

(2) 事務スケジュール（予定）
・【３月上旬】　連合町内会長にて、定例会等で周知をお願いします
・【３月中旬】　区役所から自治会・町内会へ調査員推薦の依頼文等を送付
・【５月上旬】　自治会・町内会から区役所へ調査員推薦名簿等提出
・【９月上旬～９月中旬】　調査員説明会
・【９月20日～９月30日】　インターネット回答用ID及び調査票（紙）の配布
・【10月1日～10月8日】　調査票（紙）の回収
・【10月中旬～10月下旬】　調査書類の区役所提出及び『督促状』の配布

(3) 調査員の身分
横浜市長の推薦に基づき、総務大臣が任命する非常勤一般職国家公務員

(4) 担当調査区
１調査員あたり、原則２調査区を担当していただきます。

(5) 報酬（以下の額は前回実績です。なお、報酬額は前回に比べ増額見込みです。）
１調査区（平均50世帯）　　42,000円
２調査区（平均100世帯） 78,000円
※実際に調査した世帯数により額が増減します

【例年あげている議題か？】

５年に１度の国勢調査実施時にお願いしています。

【会議に参加している地区連長が、各地区の単会会長に何を伝えればいいのか？】
【各単会の会長に何を依頼したいのか？】（具体的に記入してください。）



令和７年国勢調査実施に伴う御協力のお願いについて 
 

本年 10 月１日現在をもって、全国一斉に令和７年国勢調査が実施されます。 

 国勢調査は、統計法に基づき、国内に居住する全ての人及び世帯を対象に行われる我が国の最も

大規模な統計調査であり、調査結果は行政・企業活動における各種計画や施策立案などの重要な基

礎資料として幅広く活用されています。大正９年の第１回調査から５年ごとに行われ、今回で 22回

目の実施となります。 

 連合町内会自治会におかれましては、本調査の重要性を御理解いただき、実施について特段の御

配慮と、本調査に携わる調査員を各自治会・町内会から推薦いただくことについて、連合町内会自

治会内での周知に御協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

【調査員推薦に係るお願い事項】 

１ 調査員が担当する業務・調査区数等 

・調査区内の居住世帯（１調査区あたり約 50世帯）に対して、調査書類の配布などを行ってい 

ただきます。 

・調査員の方には原則、一人あたり２調査区（約 100 世帯）を担当していただきます。 

・調査員数は全市で約 19,000人（戸塚区で約 1,200 人）程度となる見込みです。 

 

２ 調査員の推薦にあたっての要件 ※以下のすべてに当てはまる方 

（１）責任を持って御自身で調査員の事務を遂行できる方 

（２）原則として 20歳以上の方（令和 7年９月１日時点） 

（３）秘密の保護に信頼をおける方 

（４）選挙・警察に直接関係のない方 

（５）暴力団員その他の反社会勢力に該当しない方 

 

３ 調査員推薦の流れ 

   連合町内会長  

  【本日以降、３月上旬まで】 

連合町内会長から各自治会・町内会へ、国勢調査の実施及び調査員推薦依頼をさせていただく

ことについて、定例会の場等でご説明、周知をお願いいたします。 

   各自治会・町内会会長  

 （１）【３月中旬】区役所から各自治会・町内会会長様あてに、推薦依頼（推薦いただく調査員 

あてお渡しいただく文書を含む）一式を郵送いたします。 

 （２）【（１）以降】各自治会・町内会において、調査員の選出をお願いします。 

    各自治会・町内会長において、推薦される調査員へ（１）で区役所から送付された文 

書（調査員承諾書等）を配布・記入依頼の上、集約をお願いします。 

（３）【５月上旬】各自治会・町内会長において、調査員推薦名簿および（２）で集約いた 

だいた書類を区役所へ御提出をお願いします。 

 

４ その他 

  今回の調査で御推薦いただく調査員数、担当区域などの具体的な数値やスケジュール、ご提

出いただく期限等につきましては、３月中旬に区役所から各自治会・町内会長あてにお送りす

る推薦依頼一式の中でお示しします。 

 

５ 添付資料 

（１）令和７年国勢調査について 

（２）令和２年各連合町内会自治会 依頼調査区数 

 

区連会２月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日     

戸塚区総務課統計選挙係 

【問合せ】戸塚区総務課統計選挙係 堀口、中上 
      電話 045－866－8315、8316 



 

令和７年国勢調査について 

 
１ 調査の概要 

   国勢調査は、統計法第５条第２項の規定に基づき、日本国内に居住する全ての人及び世帯の

実態に関する統計を作成し、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的にして、５年ごとに行

われる最も大規模な統計調査です。 

 

２ 調査の期日 

   令和７年 10月１日（水）午前零時時点 

 

３ 調査の対象 

   調査は令和７年 10月１日に日本国内に常住する全ての人（外国人を含む） 

 

４ 調査員の主な仕事 

（１）９月上旬～９月中旬           調査員説明会への出席 

（２）説明会後～９月 19日（金）    担当する調査区域の世帯居住状況の確認 

（３）９月 20日（土）～30日（火） インターネット回答用 ID及び調査票（紙）の配布 

（４）10月１日（水）～ ３日（金） 『回答確認リーフレット』の配布 

（５）10月１日（水）～ ８日（水）  調査票（紙）の回収 ※調査員回収を約束した世帯のみ 

（６）10月中旬～下旬          調査書類の区役所提出及び『督促状』の配布（未回答 

世帯がある場合） 

 

５ 調査員の身分 

   横浜市長の推薦に基づき、総務大臣が任命する非常勤の一般職国家公務員です。 

 

６ 任命期間 

   令和７年９月１日から令和７年 10月 31日まで。 

 
７ 調査員報酬 

  以下は、前回調査時の実績額です。なお、報酬は前回に比べ増額見込みです。 

・１調査区（約 50 世帯）で 42,000円 

  ・２調査区（約 100世帯）で 78,000円 

※調査員報酬は、実際に調査した世帯数により額が増減します。 

 
８ 令和７年国勢調査 調査員業務の主な変更点（事務負担軽減事項） 

（１）インターネット回答システムの機能改善（更なる推進の取り組み） 

   令和２年の調査時に比べ、システムへのログイン方法を容易に行うことができるよう機

能改善を行いました。インターネット回答を利用した場合、調査員による調査票の回収が

不要となります。 

（２）対面による調査書類配布が困難な世帯への配布方法の簡略化 

対面による調査書類の配布が原則とはなりますが、平成27年の調査時に比べ、調査票配

布が困難な世帯への配布方法が簡略化されました。 

これまで、対面で説明することが困難と見込まれる世帯に対しては、少なくとも３回訪

問し、それでも不在の場合、調査書類を郵便受けに入れる対応をとっていましたが、今回

の調査から、外観やマンションの管理員に確認するなどして居住確認を行えた時点で郵便

受けなどに入れて配布することができるようになりました。（※令和２年国勢調査では新型コロナウイ

ルス感染拡大防止として、例外的に「非接触型）の調査方法（対面によらず、ポスティング）を採用していましたが、令和７

年調査では、従来の「対面」での調査方法とすることが総務省から示されています。） 

※区役所から指定された日 
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